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2025 年６月 13 日 

各 位 

会社名 Ｈａｍｅｅ株式会社 

代表者名 代表取締役社長 水島育大 

 （コード番号：3134 東証スタンダード） 

問合せ先 経営企画部マネージャー 國井俊樹 

 （TEL.0465-25-0260） 

 

子会社株式の現物配当（株式分配型スピンオフ）及び 

特定子会社の異動に関するご説明（Ｑ＆Ａ） 
 

 

2025 年６月 13 日付で公表した「子会社株式の現物配当（株式分配型スピンオフ）及び特定子会社の異動に関するお知らせ」においてお知らせいたし

ました、当社が保有する当社子会社である NE 株式会社（以下「NE」という。）の全株式の当社株主への現物配当（金銭以外の財産による配当）（以下

「本スピンオフ」という。）に関するＱ＆Ａ等を作成いたしましたので、ご参照いただきますようお願いいたします。 
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株式分配型スピンオフの概要と一般的に期待される効果について 

 

 

 
 

 ※本スピンオフ実施後、当社と NE の資本関係はなくなります。なお、以後、本スピンオフ実施前の Hamee グループを「当社グループ」、本スピンオ

フ実施後の Hameeグループを「新当社グループ」と言います。 

  

当社の株主様に対して

NE 株式を現物配当 

現状 スピンオフ後 
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本スピンオフの目的及び理由について 

当社は、２０２３年７月 14 日付で「当社連結子会社ＮＥ株式会社の株式分配型スピンオフの準備開始 及び上場準備の開始に関するお知らせ」にて

「組織再編の背景・目的」を公表しております。今回の NE 上場は、その一環として行うものです。組織再編及びスピンオフの目的及び理由は以下のと

おりであります。 

「当社連結子会社ＮＥ株式会社の株式分配型スピンオフの準備開始及び上場準備の開始に関するお知らせ」 

https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS71035/ed65af34/ff5b/475f/9283/0581226051e5/140120230713522023.pdf 

 

組織再編の背景 

当社は、コマース事業とプラットフォーム事業という構造の大きく異なる２つの事業を単一の企業体として運営する中で、下記のような課題を認識す

るにいたっております。  

（１） 事業を跨った全体最適への適合による非効率化  

質の違う２つの事業の成長を最大限に担保するためには、意思決定プロセスの単純化や、労働環境、給与水準などをそれぞれの事業に合わせる

必要があるものの、現組織体制では全体最適が優先されるため当該課題の根本的な解決が困難となっており、それが非効率化に繋がっていると

考えております。 

 

（２） プラットフォーム事業に対する適正な評価の確保 

現在の当社に対する市場からの評価は、EC や卸販売の売上比率の高さからコマース企業の側面が強調されたものになっていると認識しておりま

す。これに起因し、プラットフォーム事業に対して SaaS 運営企業としての市場評価が適切に反映されず、株主価値を最大限に発揮できていな

いと考えております。 

 

（３） 成長戦略の自由度に対する影響 

現在具体的な問題が生じている訳ではありませんが、成長戦略を描く際に全体最適を過度に意識した場合、取り得る選択肢の自由度が担保され

ず、成長戦略の実現に影響が生じる可能性も考えられます。 

  

https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS71035/ed65af34/ff5b/475f/9283/0581226051e5/140120230713522023.pdf
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本スピンオフのスキーム及びスケジュール概要について 

 

 

本日

４月30日（水） ６月13日（金） ７月28日（月） 10月29日（水） 10月30日（木）10月31日（金） 11月１日（土） 11月４日（火）

前期末
株主総会付議

議案決議
株主総会 権利付最終日 権利落ち日 基準日 効力発生日 上場日

　 ※１　議案の承認が得られない場合、本スピンオフは中止

　 ※２　株式会社東京証券取引所（以下「東証」という。）の上場承認が得られない場合、本スピンオフは中止

　 ※３　NEの新株式発行が実施される予定でなくなった場合、本スピンオフは中止
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上場手続き※２

議案の承認が

得られた場合

当社株式

を保有

議決権の

行使が

可能

当社株式

を保有

現物配当を

お受取り

・権利落ち日の当社株式はNEの公開価格等を基に算出さ

れた値段を基準値段として取引がなされる見込みです。

新グループとしての取引

NEとしての取引
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本スピンオフに係る当社株式の権利落ち日の取引について 

 

・2025 年 10 月 30 日（木）に予定される当社株式の権利落ちに際しては、分配基準日時点の当社及び NE の保有自己株式を除いた発行済株式総数が一致

することから、以下の算式により求められる１株当たり価格を当社の基準値段として、東証における取引がなされる見込みです。※１ 

・なお、基準値段とは、制限値幅（１日のうちに変動可能な値段の幅）の基準となる値段のことを指し、2025年 10月 30日（木）に行われる各取引の実

際の取引値段を指すものではございません。 

 
 

※１ 基準値段の算出方法等を含む売買の取り扱いに関しては、改めて東証から公表される予定です。 

※２ NE株式の公開価格はブック・ビルディング方式により決定される予定です。 

株価（円）

A B C

当社株式の権利付 NE株式の 当社株式の

最終日 公開価格（円） 権利落ち日

（2025年10月29日） ※２ （2025年10月30日）

の株価終値（円） の基準値段（円）

A

B

C

－ ＝
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現物配当に関する税務上の取扱いについて 

 

1. 配当課税について 

本スピンオフは、法人税法第 2条第 12号の 15の 3に規定された適格株式分配に該当することを前提として行われるため、NE株式の現物配当に伴い、株

主の皆様にみなし配当課税が適用されることはありません（法人税法第 24条第 1項第 3号、所得税法第 25条第 1項第 3号）。 

 

2. 株式譲渡益課税について 

本スピンオフは、完全子法人の株式以外の資産が交付されない株式分配で、その株式が現物分配法人の発行済株式の総数に占める現物分配法人の各株主

の有するその現物分配法人の株式の数の割合に応じて交付されるため、譲渡損益課税は生じず、繰り延べられることとなります（法人税法第 61 条の 2

第 8項、租税特別措置法第 37条の 10第 3項第 3号、同第 37条の 11第 3項）。 

 

3. 税務上の取得価額の取扱いについて 

本スピンオフ後における、株主の皆様の当社株式及び NE株式の税務上の各取得価額は、分配資産割合（株式分配に係る法人税法施行令第 23条第 1項第

3号及び所得税法施行令第 61条第 2項第 3号に規定する割合）※１ を用いた以下の算式で求められる価額となります※２。 
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例：分配資産割合を 0.277と仮定し、当社株式を１株当たり 1,196※３で 100株購入していた場合の調整後の取得価額 

B：NE株式の取得価額＝1,196円（※３価格）×100 株×分配資産割合 0.277＝33,129円 

C：当社株式の調整後取得価額＝1,196円（※３価格）×100株－33,129円＝86,471円 

 

 

※1 分配資産割合は、「株式分配直前の NE 株式の帳簿価額」を「株式分配の日の属する事業年度の前事業年度の終了の時の当社の資産の帳簿価額から

負債の帳簿価額を減算した金額（前事業年度終了時から株式分配の直前までの資本金等の額及び一定の利益積立金の増減額を含む）」で除して求められ

る割合となり、現時点の見込みでは、本日付の「子会社株式の現物配当（株式分配型スピンオフ）及び特定子会社の異動に関するお知らせ」の「5. 現

物配当に関する税務上の取扱いについて（３）税務上の取得価額の取扱いについて」記載の通り、概算値は 0.277 程度と試算されます。分配資産割合の

確定時期は現時点では 2025年 10月頃を見込んでおりますが、確定次第、改めてお知らせいたします。 

 

A B C

当社株式の NE株式の 当社株式の

調整前取得価額（円） 株式の取得価額（円） 調整後取得価額（円）

A

C

－ ＝

A×分配資産割合※1（0.277程度）

B ＝ A×分配資産割合※1（0.277程度）

B
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※２ 法人株主の場合、「取得価額」を「（税務上の）帳簿価額」と読み替えて計算していただきますようお願いいたします。 

 

※３ 2025年 4月 30日の東証スタンダードにおける当社普通株式の終値 

 

※４ これらの税務上の取扱いについては、株主の皆様に必要となる税務上の手続き等を網羅してご説明しているものではなく、また、本スピンオフに

際して日本以外の国における税務上の取扱いをご説明しているものでもございません。具体的な税務上の手続き及び株主様における税務上の取扱いにつ

いては、株主様個々のご事情によって異なりますので、ご自身のご事情の下で、本スピンオフがどのように取り扱われるかにつきましては、最寄りの税

務署、税理士等にご確認いただきますよう、お願い申し上げます。 
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本件に関する注意事項 

 

(１) 分配基準日である 2025年 10月 31日（金曜日）時点の最終の当社株主名簿に記録された株主様を対象として、当社株主様が所有する当社普通株式

１株につき、NE 普通株式１株の割合をもって現物配当を行う予定です。つきましては、分配基準日時点の当社株主様は、本スピンオフの結果、当社株

式と NE株式という２銘柄の上場株式を保有することになります。 

 

(２) NE 株式の分配は、2025 年 11 月４日（火曜日）付で一般的には特段の株主様のお手続きを要することなく行われます。お取引の証券会社にお問い

合わせの上、ご確認ください。 

 

(３) NE株式は 2025年 11月４日（火曜日）付で株式会社東京証券取引所（以下「東証」という。）への上場を予定しております。但し、今後の日本取

引所自主規制法人による上場審査の結果、東証より上場承認を得られることが前提となるため、現時点で確約されたものではありません。 

 

(４) 当社普通株式の東証における上場は維持されます。本スピンオフが実施される場合、当社株式は 2025 年 10 月 30 日（木曜日）が権利落ち日とな

り、理論上は同日付で NE株式の価値相当分だけ当社株式価値が調整されますが、他方で当社株主様は 2025年 11月４日（火曜日）に NE株式の分配を受

けることとなります。 当社株式の権利落ちに際しては、分配基準日時点の当社及び NEの保有自己株式数を除いた発行済株式総数が一致することから、

以下の算式により求められる１株当たり価格を当社の基準値段として、2025年 10月 30日（木曜日）に東証における取引がなされる見込みです。なお、

基準値段とは、制限値幅（１日のうちに変動可能な値段の幅）の基準となる値段のことを指し、2025年 10月 30日（木曜日）に行われる各取引の実際の

取引値段を指すものではございません。基準値段の算出方法等を含む売買の取扱いに関しては、改めて東証から公表される予定です。当社株式の権利落

ち日（2025年 10月 30日（木曜日））の基準値段＝当社の権利付最終日（2025年 10月 29日（水曜日））の株価終値－NE株式の公開価格 

 

(５) 本スピンオフの結果、NE は当社の連結子会社ではなくなる予定です。なお、本スピンオフ後の当社普通株式と NE 普通株式はそれぞれ独立に取引

されることから、それぞれの株式について株価が形成されます。 
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１．スピンオフの概要について 

Question Answer 

Ｑ１－１ 

株式分配型スピンオフの概要

について教えてほしい。 

Ａ１－１ 

株式分配型スピンオフは、スピンオフ元の会社の特定の子会社を切り出し、独立させる行為のことであり、独立する

子会社（スピンオフ会社）の株式はスピンオフ元の会社の株主に交付されます。 

本スピンオフにおいては、当社の連結子会社である NEの株式がいわゆる現物配当により当社株主に交付されます。 

2017 年度税制改正によって、企業の機動的な事業再編を促進するために、特定事業を切り出して独立会社とする

「スピンオフ」が組織再編税制の中で位置付けられたことから、スピンオフを行う際に、スピンオフ元の会社に対す

る譲渡損益課税が生じないほか、株主に対しても配当課税が生じず、譲渡損益課税を繰り延べることが可能になりま

した。 

Ｑ１－２ 

株式分配型スピンオフのメリ

ットは何か。 

Ａ１－２ 

一般論としてスピンオフの効果としては、分離元企業の中核事業への専念、スピンオフ企業の迅速・柔軟な意思決定

などの「経営の独立による効果」、スピンオフ企業の資本政策及び投資戦略の自由度向上など「資本の独立による効

果」、またスピンオフ企業が上場される場合には個別事業に関心のある投資家の引きつけが可能になるなど「上場の

独立による効果」が挙げられ、これらによる企業価値の向上が期待されます。 

Ｑ１－３ 

株式分配型スピンオフは子会

社の売却とは違うのか。 

Ａ１－３ 

一般的な子会社の売却の場合は、特定の第三者や投資家に対して子会社株式を売却し、当社が売却代金を受け取るこ

ととなりますが、株式分配型スピンオフの場合は、当社子会社の株式を現物配当（金銭以外の財産による配当）によ

り当社株主の皆様に分配することとなります。本スピンオフの結果、当社株主の皆様は当社株式と NE 株式という２

銘柄の上場株式を保有することになり、当社及び分離・独立する NE の両社の株主としての権利を有し続けることが

可能となります。本スピンオフは組織再編税制の中で位置付けられた適格株式分配として行う予定であり、子会社株

式の売却と比べて税務面のメリットがあるものと考えております。 

Ｑ１－４ 

過去にこのようなスピンオフ

の事例はあるのか教えてほし

い。 

Ａ１－４ 

2017 年度税制改正後、組織再編税制における適格株式分配として実施されたスピンオフの事例としては、2020 年に

カラオケボックス「カラオケ まねきねこ」を運営するコシダカホールディングスがフィットネスチェーン「カーブ

ス」を運営するカーブスジャパンなどを傘下に持つカーブスホールディングスをスピンオフした事例、2024 年にパ

ソコン周辺機器のメルコホールディングスが製麺大手のシマダヤをスピンオフした事例があると認識しております。

海外のスピンオフ事例としては、例えば、2015 年に米化学大手のデュポン社が高機能化学事業をケマーズ社として

スピンオフした事例や、同年に米ネットオークション大手イーベイ社が web 決済事業を営むペイパル社をスピンオフ

した事例があると認識しております。 

Ｑ１－５ 

スピンオフが税制適格となる

要件について教えてほしい。 

Ａ１－５ 

税制適格株式分配の要件の概要は下記の通りです。また、本スピンオフは下記要件を満たすことになるものと考えて

おります。 
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 ① 非支配要件（現物分配法人（注：当社）が分配の直前に他の者による支配関係がない法人であり、かつ完全子法

人（注：NE）が株式分配後に他の者による支配関係があることとなることが見込まれていないこと） 

 ② 株式のみ按分交付要件（完全子法人株式の全てが移転するもので、分配法人の株主の持株数に応じて完全子法人

の株式のみが交付されること） 

 ③ 従業者継続要件（80％以上の従業者が完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれること） 

 ④ 事業継続要件（完全子法人の主要な事業が完全子法人において、株式分配後も引き続き行われることが見込まれ

ること） 

 ⑤ 役員継続要件（特定役員の全てが株式分配に伴い退任するものでないこと） 

Ｑ１－６ 

NE株式は上場されるのか。 

Ａ１－６ 

現物分配後の株主の皆様の株式売却機会確保のために、本スピンオフは、NE が東証の上場承認を得られ、当該承認

が取り消されないこと等を条件の一つとしております。 

Ｑ１－７ 

NE の上場スキームについて教

えてほしい。 

Ａ１－７ 

現物配当される NE 株式に関して、株主の皆様の売買機会を確保する観点から、NE 株式の東証への上場を前提として

おります。そのため、NE は本スピンオフ実施前に今後東証に新規上場に向けた予備申請及び本申請を行う予定であ

り、本スピンオフは、NEが東証の上場承認を得られ、当該承認が取り消されないこと等を条件としております。 

NE 株式の上場及びその時期については、今後の日本取引所自主規制法人による上場審査の結果、東証より上場承認

を得られることが前提となるため、現時点で確約されたものではありません。 

また本スピンオフは、新規上場に際して NE の新株式発行（以下「本新株式発行」という。）が実施される予定であ

る（当該実施のために必要な決定がなされ、中止されていない）ことを条件としております。本新株式発行が行われ

る場合、東証の定める「有価証券上場規程施行規則」第 246 条に規定するブック・ビルディング方式（株式の取得の

申込みの勧誘時において発行価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発

行価格等を決定する方法をいう。）により決定する価格で行います。当社株式の権利落ちに際しては、前掲「本スピ

ンオフに係る当社株式の権利落ち日の取引について」[６頁]に記載の通り、NE 株式の公開価格を用いて当社の基準

値段が算出され、東証における取引がなされる見込みであり、NE 株式の価値がブック・ビルディング方式によって

透明性をもって決められることで、当社株式の権利落ち後の取引を円滑にする効果が期待されます。なお、本新株式

発行の時期は決定しておりません。 

Ｑ１－８ 

株主総会での本スピンオフの

決議要件はどうなっているの

か。 

Ａ１－８ 

本スピンオフは、組織再編税制の適格要件を満たすため、会社法第 454 条第４項第１号に規定する金銭分配請求権

（当該配当財産に代えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利）の無い現物配当となります。 

そのため本スピンオフは、通常株主総会において会社法第 309 条第２項第 10 号に規定される特別決議によって行う

ことを予定しております。 

Ｑ１－９ 

株主総会の決議で否決された

Ａ１－９ 

本スピンオフは、2025年７月 28日開催予定の第 27期定時株主総会（以下「本定時株主総会」という。）に付議され
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場合や、NE 株式の上場承認が

得られない場合、本新株式発

行が中止となった場合はどう

なるのか。 

ますが、その実施は以下を満たすことを条件としております。以下いずれかの条件が満たされなかった場合には、本

スピンオフは中止されます。 

 （１） 本定時株主総会で承認が得られること 

 （２） NEの普通株式につき東証の上場承認を得られ、当該承認が取り消されないこと 

 （３） 本新株式発行が実施される予定であること 

Ｑ１－１０ 

本スピンオフに関する株主総

会付議議案について、 

議決権を行使するにはどうし

たらよいか。 

Ａ１－１０ 

当社の本定時株主総会において議決権を行使いただくことが出来るのは、2025 年４月 30 日（水曜日）時点の当社の

株主の皆様となります。 

議決権行使に当たっては、当社が 2025 年７月上旬に発送予定の株主総会招集通知をご覧いただきますよう、お願い

申し上げます。 

Ｑ１－１１ 

株主には、どのような選択肢

があるのか。 

Ａ１－１１ 

まず、2025 年４月 30 日（水曜日）時点の株主の皆様におかれましては、本定時株主総会に付議される本スピンオフ

に係る議案についての審議をお願いいたします。 

本スピンオフが実施された場合には、分配基準日である 2025 年 10 月 31 日（金曜日）時点の当社株主の皆様に対し

て、保有する当社株式１株当たり NE 株式１株が交付されますので、分配基準日時点の当社の株主の皆様は、本スピ

ンオフの結果、当社株式と NE 株式という２銘柄の上場株式を保有することになります。本スピンオフ後は、当社株

式と NE株式それぞれの株主として、権利を有し続けること又は市場で売買することが可能となります。 

Ｑ１－１２ 

単元未満株式を保有する株主

にはどのような選択肢がある

のか。 

Ａ１－１２ 

まず、2025 年４月 30 日（水曜日）時点で当社の単元株式数である 100 株に満たない当社普通株式を保有する株主の

皆様については、議決権を有さないため、本定時株主総会に付議される本スピンオフに係る議案について議決権を行

使することはできません。また、本スピンオフでは、分配基準日である 2025 年 10 月 31 日（金曜日）時点の当社株

主の皆様に対して、保有する当社株式１株当たり NE 株式１株が交付されますので、単元未満株式を保有する株主の

皆様に対しても、保有する単元未満株式数に応じた分配がなされます。ただし、NEも同じく単元株式数が 100株とな

りますので、同社株式についても市場で売買することはできません（なお、市場外での売買については売買単位によ

る制約はありません。）。なお、NE におきましても、上場後、単元未満株式買取りの取扱いが開始される予定で

す。 

Ｑ１－１３ 

本スピンオフ後の両社の株主

構成はどうなるのか。 

Ａ１－１３ 

本スピンオフは分配基準日時点の当社株主に対して NE 株式が１：１の比率で分配されるため、本スピンオフ実施時

点では両社の株主構成は全く同じものとなります。NE 株式上場後は両社とも東証市場での取引が行われるため、そ

れに応じて株主構成は変化することとなります。また、当社株主である当社の創業者である樋口敦士並びに筆頭株主

である AOI 株式会社からは、本スピンオフ後もこれまでの当社株式と同様に NE 株式を中長期的に保有する方針であ

る旨を確認しております。 
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Ｑ１－１４ 

今後、NE との間の人的関係・

資本関係はどうなるのか。 

Ａ１－１４ 

本スピンオフ実施後においては、当社と NE の間に人的関係並びに資本関係は存在しない予定です。なお、本スピン

オフの結果、NE は当社の連結子会社ではなくなる予定です。 

Ｑ１－１５ 

税制適格要件を充足する見込

みについて教えてほしい。 

Ａ１－１５ 

本スピンオフは組織再編税制の適格要件を満たすことを前提としており、要件の充足について特段の支障は見込まれ

ておりません。 

Ｑ１－１６ 

信用取引の処理（権利処理、

現引禁止の扱い等）や 

累投、ミニ株の取り扱いはど

うなるのか。 

Ａ１－１６ 

信用取引に係る各種取扱いや株式累積投資及び株式ミニ投資の取り扱いにつきましては、お取引の証券会社にお問い

合わせください。 

Ｑ１－１７ 

2026 年４月期の配当の状況は

どうなるのか。 

Ａ１－１７ 

本スピンオフが実施される場合と実施されない場合で予想配当金は異なります。2026 年４月期の配当の状況の詳細

につきましては本日付の「2025 年４月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」をご参照ください。なお、NEにおける配

当の状況は、未定となっております。 

 

２．現物配当の手続きについて 

Question Answer 

Ｑ２－１ 

現物配当の日程を教えてほし

い。 

Ａ２－１ 

2025 年７月 28 日（月曜日）の本定時株主総会で本スピンオフが承認されること、NE の普通株式につき東証の上場承

認を得られ、当該承認が取り消されないこと、新規上場に際して本新株式発行が実施される予定であることを条件と

して、分配基準日である 2025 年 10 月 31 日（金曜日）時点の当社株主の皆様に対して、保有する当社株式１株当た

り NE株式１株が、2025年 11月４日（火曜日）に交付されます。 

Ｑ２－２ 

NE 株式の現物配当を受けるに

はどうしたらよいか。 

Ａ２－２ 

本スピンオフでは、分配基準日である 2025 年 10 月 31 日（金曜日）時点の当社株主の皆様に対して、保有する当社

株式１株当たり NE 株式１株が交付されますので、分配基準日時点で当社株主になっていただく必要があります。分

配基準日時点で当社株主となるには、権利付最終日である 2025 年 10 月 29 日（水曜日）までに買い注文を約定させ

る必要があります。 

Ｑ２－３ 

保有当社株式１株に対して何

株の NE 株式が交付されるの

か。 

またその株式数はどうやって

Ａ２－３ 

本スピンオフでは、組織再編税制の適格要件を満たすために、分配基準日時点の当社株主様の持株数に応じて、NE

株式が按分で交付されます。具体的には、分配基準日である 2025 年 10 月 31 日（金曜日）時点の当社株主の皆様に

対して、保有する当社株式１株当たり NE 株式１株が交付されます。現在の当社の発行済株式総数（保有自己株式数

を除く）と NE の発行済株式総数は一致していないものの、東証の上場承認を得られるまでに NE 株式を株式分割する



 

 

15 
 

決めたのか。 ことで両社の発行済株式総数を一致させる手続きを予定しております。 

また単元未満株式買取請求については 2025 年 10 月 28 日（火曜日）から、同年 10 月 31 日（金曜日）まで、受付を

停止させていただく予定です。 

なお、NE 株式の株式分割後、単元未満株式買取請求により当社の発行済株式総数（保有自己株式数を除く）が減少

した場合には、単元未満株式買取請求に伴う受渡しが完了した当社株式と同数の NE 株式について、NE が 2025 年 10

月 30 日（木曜日）に自己株式取得を実施し、当社の発行済株式総数（保有自己株式数を除く）と NE の発行済株式総

数（保有自己株式数を除く）を一致させることを予定しております。 

したがって、いずれにしましても、当社株主様が保有する当社株式１株に対して、NE 株式１株を交付することで、

NE株式の全てを当社株主様に移転する予定です。 

Ｑ２－４ 

NE 株式の交付に際して端数は

出ないのか。 

Ａ２－４ 

前掲Ａ２－３に記載の通り、現在の当社の発行済株式総数（保有自己株式数を除く）と NE の発行済株式総数は一致

していないものの、東証の上場承認を得られるまでに NE 株式を株式分割することで両社の発行済株式総数を一致さ

せる手続きを予定しており、本スピンオフにおける交付株式に端数が生じることは想定しておりません。 

Ｑ２－５ 

NE 株式の現物配当を受けるた

めの手続きは 

どのようなものか。 

Ａ２－５ 

分配基準日である 2025年 10月 31日（金曜日）時点の当社株主様に対して、2025年 11月４日（火曜日）付で一般的

には特段の株主様のお手続きを要することなく、NE株式が分配されます。分配に当たっては、2025年 11 月４日（火

曜日）に株主の皆様の口座に交付される見込みです。交付のご確認については、お取引の証券会社にお問い合わせの

上、ご確認ください。 

Ｑ２－６ 

NE 株式の交付を受ける場合、

資金の払込みは必要となるの

か。 

Ａ２－６ 

本スピンオフは、当社が保有する当社子会社である NE 株式を、現物配当（金銭以外の財産による配当）により当社

株主様に交付するものですので、当社株主様におかれましては、NE 株式の交付を受けるために特別に資金を払い込

んでいただく必要はございません。 

Ｑ２－７ 

NE 株式の交付の有無はどのよ

うに確認すればよいのか。 

Ａ２－７ 

現物配当の実施が反映される、2025 年 11 月４日（火曜日）に株主の皆様の口座に交付される見込みです。交付のご

確認については、お取引の証券会社にお問い合わせください。 

Ｑ２－８ 

NE 株式の受取りを拒否するこ

とはできるのか。 

金銭での受取りは出来ないの

か。 

Ａ２－８ 

本スピンオフは、当社が保有する当社子会社である NE 株式を、現物配当（金銭以外の財産による配当）により当社

株主様に交付するものですので、分配基準日である 2025 年 10 月 31 日（金曜日）時点の当社株主様に対しては、当

社株式の保有数に応じて必ず NE 株式が交付されます。また本スピンオフは、組織再編税制の適格要件を満たすた

め、会社法第 454 条第４項第１号に規定する金銭分配請求権（当該配当財産に代えて金銭を交付することを会社に対

して請求する権利）の無い現物配当となります。そのため金銭での配当のお受取りはできず、必ず株式でお受取りい

ただくこととなりますが、上場後に市場で売却することも可能となります。 
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Ｑ２－９ 

現物配当を受けることで生じ

る費用について教えてほし

い。 

Ａ２－９ 

現物配当を受けることに関して、通常では特段の費用は発生しません。 

Ｑ２－１０ 

本スピンオフでは、どのよう

な書類がいつどこに送付され

てくるのか。 

Ａ２－１０ 

NE 株式の交付を受ける、分配基準日である 2025 年 10 月 31 日（金曜日）時点の当社株主様に対しては、当社の名簿

管理人である三菱 UFJ 信託銀行株式会社から分配割当通知及び分配資産割合の通知が、2025 年 11 月末頃を目処に発

送される見込みです。お取引の証券会社からの書面による通知の有無等につきましては、証券会社にお問い合わせの

上、ご確認ください。 

Ｑ２－１１ 

NE 株式は特定口座と一般口座

のどちらの口座に入るのか。 

Ａ２－１１ 

分配される NE 株式は、株主の皆様が当社株式を保有されているそれぞれの口座に入ると通常考えられ、当社株式を

特定口座で保有されている株主様は当該特定口座に、一般口座で保有されている株主様は当該一般口座に入るものと

理解しております。なお、証券会社によって取扱いが異なる場合がございますので、詳細はお取引の証券会社にお問

い合わせください。 

Ｑ２－１２  

ＮＩＳＡ口座に当社株式を保

管している場合、NE 株式はど

のように取り扱われるか教え

てほしい。 

Ａ２－１２ 

分配基準日である 2025 年 10 月 31 日（金曜日）時点に当社株式をＮＩＳＡ口座で保有されている場合、当該ＮＩＳ

Ａ口座に NE株式が入るものと理解しております。詳細はお取引の証券会社にお問い合わせください。 

Ｑ２－１３ 

自己株式には NE 株式は交付さ

れるのか。 

Ａ２－１３ 

会社法第 454条第３項の規定により、当社が保有する自己株式については NE株式の現物配当は行われません。 

 

 

３．NE株式の取引及び本スピンオフ後の NEの状況について 

Question Answer 

Ｑ３－１ 

NE 株式の上場について教えて

ほしい。 

Ａ３－１ 

現物分配される NE 株式に関して、株主の皆様の売買機会を確保する観点から、NE 株式の東証への上場を前提として

おります。そのため、NE は今後本スピンオフ実施前に東証へ新規上場に向けた予備申請及び本申請を行う予定であ

り、本スピンオフは、NEが東証の上場承認を得られ、当該承認が取り消されないこと 

等を条件としております。NE 株式の上場及びその時期については、今後の日本取引所自主規制法人による上場審査

の結果、東証より上場承認を得られることが前提となるため、現時点で確約されたものではありません。 

また本スピンオフは、新規上場に際して本新株式発行が実施される予定であることを条件としております。本新株式
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発行が行われる場合、東証の定める「有価証券上場規程施行規則」第 246 条に規定するブック・ビルディング方式

（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把

握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決定する価格で行います。なお、本新株式発行の時期は決

定しておりません。 

Ｑ３－２ 

NE の新株式は発行されるの

か。 

Ａ３－２ 

本スピンオフにおいては、NE の新株式は発行されません。ただし、本日付で公表した「子会社株式の現物配当（株

式分配型スピンオフ）及び特定子会社の異動に関するお知らせ」に記載の通り、新規上場に際して本新株式発行が行

われる予定であることを条件としております。なお、本新株式発行の時期は決定しておりません。 

Ｑ３－３ 

NE の新株予約権（潜在株式）

について教えてほしい。 

Ａ３－３ 

NE は新株予約権（潜在株式）を役員及び従業員に対して 101,250 株（発行済株式総数の約 2.53％）発行しておりま

す。 

Ｑ３－４ 

本スピンオフ後、NE の事業に

変化はあるのか。 

Ａ３－４ 

本スピンオフにより、NE は現当社グループから分離・独立されることとなりますが、事業自体はこれまでと変わり

はございません。本スピンオフにより、経営、資本及び上場のそれぞれにおける独立を図ることで、着実な事業戦略

の遂行及び成長の加速、すなわち株主価値の一層の向上に繋がるものと考えております。 

Ｑ３－５ 

本スピンオフ後、NE の経営陣

に変化はあるのか。 

Ａ３－５ 

本スピンオフによる NEの経営陣の変更は予定していません。 

Ｑ３－６ 

本スピンオフが業績に与える

影響を教えてほしい。 

Ａ３－６ 

本スピンオフにより、NE の業績に与える影響はございません。本スピンオフにより、経営、資本及び上場のそれぞ

れにおける独立を図ることで、着実な事業戦略の遂行及び成長の加速、すなわち株主価値の一層の向上に繋がるもの

と考えております。 

Ｑ３－７ 

NE の過年度の財務状況につい

て教えてほしい。 

Ａ３－７ 

詳細は、本日付の「子会社株式の現物配当（株式分配型スピンオフ）及び特定子会社の異動に関するお知らせ」の

「７．NEの連結財務諸表（未監査）」をご参照ください。 

Ｑ３－８ 

NE の会社内容に関する情報

は、今後どのように開示され

る予定か。 

Ａ３－８ 

NE が上場されるまでの間においては、NE の情報はこれまで通り、現当社グループに関する情報発信として株主及び

投資家の皆様向けに適時適切に開示を行う予定です。また、NE が東証に上場された場合には、同社によって有価証

券報告書等の提出、東証における適時開示がなされます。 

Ｑ３－９ 

現在の当社の大株主の本スピ

ンオフ後の NE 株式の保有方針

について教えてほしい。 

Ａ３－９ 

当社の大株主であり当社の創業者樋口敦士並びに筆頭株主である AOI 株式会社からは、本スピンオフ後もこれまでの

当社株式と同様に NE株式を中長期的に保有する方針である旨を確認しております。 
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４．当社株式の取引及び本スピンオフ後の当社の状況について 

Question Answer 

Ｑ４－１ 

当社株式の上場は維持される

のか。 

Ａ４－１ 

当社株式の東証における上場は、本スピンオフ後も維持されます。 

Ｑ４－２ 

本スピンオフによる当社株価

への影響を教えてほしい。 

Ａ４－２ 

分配基準日である 2025年 10月 31日（金曜日）の最終の当社株主名簿に記録された株主様が現物配当の対象となり、

当社株主様が所有する当社株式１株につき、NE 株式１株の割合をもって現物配当が行われる予定ですが、現物配当

に伴い、当社株式は 2025年 10月 30日（木曜日）を権利落ち日として、理論上は同日付で NE株式の価値相当分だけ

当社株式価値が調整されることとなります。当社株式の権利落ちに際しては、分配基準日時点の当社及び NE の保有

自己株式数を除いた発行済株式総数が一致することから、以下の算式により求められる１株当たり価格を当社の基準

値段として、2025年 10月 30日（木曜日）に東証における取引がなされる見込みです。なお、基準値段とは、制限値

幅（１日のうちに変動可能な値段の幅）の基準となる値段のことを指し、2025年 10月 30日（木曜日）に行われる各

取引の実際の取引値段を指すものではございません。基準値段の算出方法等を含む売買の取扱いに関しては、改めて

東証から公表される予定です。当社株式の権利落ち日（2025年 10月 30日（木曜日））の基準値段＝当社の権利付最

終日（2025年 10 月 29日（水曜日））の株価終値－NE株式の公開価格 

Ｑ４－３ 

本スピンオフにより当社株式

の売買に影響はあるのか。 

Ａ４－３ 

当社株式はこれまで同様に東証における売買が可能です。 

Ｑ４－４ 

権利落ち後の取引について教

えてほしい。 

Ａ４－４ 

本スピンオフが実施される場合、当社株式は 2025 年 10 月 30 日（木曜日）が権利落ち日となり、理論上は同日付で

NE 株式の価値相当分だけ当社株式価値が調整されますが、他方で当社株主は 2025 年 11 月４日（火曜日）に NE 株式

の分配を受けることとなります。 

Ｑ４－５ 

本スピンオフ後、当社の事業

に変化はあるのか。 

Ａ４－５ 

本スピンオフにより、現当社グループの事業セグメントからプラットフォームセグメントは分離・独立されることと

なりますが、コマースセグメント及びその他に影響はございません。本スピンオフ後は、これらの事業に新当社グル

ープの経営資源を集中することにより、更なる企業価値の向上を図って参ります。 

Ｑ４－６ 

本スピンオフ後、当社の経営

陣に変化はあるのか。 

Ａ４－６ 

今後の役員構成は、次の定時株主総会に付議予定です。これまで以上に着実に事業戦略を遂行し、企業価値向上に努

めて参ります。 

Ｑ４－７ 

本スピンオフが業績に与える

影響を教えてほしい。 

Ａ４－７ 

本スピンオフ実施前の 2025 年 10月末日までの現当社グループに変化はありませんが、現物分配の効力発生日以降、

NE は当社の連結子会社ではなくなります。そのため、本定時株主総会での承認や東証による上場承認が得られ、本
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スピンオフが実施された場合の 2025 年 11 月以降の新当社グループの業績は NE を除いたものとなります。本スピン

オフにより、新当社グループ及び NE がそれぞれの成長戦略に沿って経営資源を投入し、各々の成長が加速されるこ

とにより、株主価値の最大化に資するものと考えております。当社業績に与える影響の詳細は、本日付の「子会社株

式の現物配当（株式分配型スピンオフ）及び特定子会社の異動に関するお知らせ」の「６．今後の見通し（４）当社

業績に与える影響」をご参照ください。 

Ｑ４－８ 

本スピンオフが行われたと仮

定した場合の過年度の当社の

財務状況について教えてほし

い。 

Ａ４－８ 

詳細は、本日付の「子会社株式の現物配当（株式分配型スピンオフ）及び特定子会社の異動に関するお知らせ」の 

「８． ≪ご参考≫NEを除いた当社の連結財務諸表（未監査）」をご参照ください。 

 

５．現物配当に関する税務上の取扱いについて 

Question Answer 

Ｑ５－１ 

スピンオフによる株主の税務

面のメリットを教えてほし

い。 

Ａ５－１ 

本スピンオフは、法人税法第２条 12 号の 15 の３に規定された適格株式分配に該当することを前提として行われるた

め、NE株式の現物配当に伴い、株主の皆様にみなし配当課税が適用されることはありません（法人税法第 24 条第１

項第３号、所得税法第 25 条第１項第３号）。また本スピンオフは、完全子法人の株式以外の資産が交付されない株

式分配で、その株式が現物分配法人の発行済株式の総数に占める現物分配法人の各株主の有するその現物分配法人の

株式の数の割合に応じて交付されるため、譲渡損益課税は生じず、繰り延べられることとなります（法人税法第 61 

条の２第８項、租税特別措置法第 37 条の 10第３項第３号、同 37 条の 11第３項）。加えて、一般的な子会社株式売

却又は事業売却により独立を目指す場合と比べて、売却益に係る当社に対する課税が生じないため、当社資産の社外

流出を抑えられることから、株主価値の観点からも株主の皆様に税務面のメリットがあるものと考えます。 

Ｑ５－２ 

当社・NE 株式の取得価額はい

くらになるのか。 

Ａ５－２ 

本スピンオフ後における、株主の皆様の当社株式及び NE 株式の税務上の各取得価額は、分配資産割合（株式分配に

係る法人税法施行令第 23 条第１項第３号及び所得税法施行令第 61 条第２項第３号に規定する割合）を用いた以下の

算式で求められる価額となります（法人税法施行令第 119 条第１項第８号、所得税法施行令第 113 条の２第１項）。

なお、分配資産割合の概算値は「0.277」程度と見込まれますが、確定次第、改めてお知らせいたします。 

   

NE 株式の１株当たりの取得価額（B）＝当社株式の１株当たりの調整前取得価額（A）×分配資産割合本スピンオフ

後の当社株式の１株当たりの取得価額（C）＝（B）－（A） 

   

 ≪例≫分配資産割合を 0.277と仮定し、当社株式を１株当たり 1,196円（2025年４月 30日の東証スタンダード市場

における当社普通株式の終値）で 100 株購入していた場合の調整後の取得価額 NE株式の取得価額＝1,196円×100 株
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×0.277＝33,129円 

本スピンオフ後の当社株式の取得価額＝1,196円×100 株－33,129円＝86,471円 

なお、取得価額の調整はあくまで税務上の取扱いであり、上記の税務上の取得価額が NE 株式及び本スピンオフ後の

当社株式のそれぞれの株式価値を意味するものではありません。 

※法人株主の場合、「取得価額」を「（税務上の）帳簿価額」と読み替えて計算していただきますようお願いいたし

ます。 

Ｑ５－３ 

分配資産割合について教えて

ほしい。 

Ａ５－３ 

分配資産割合は、「株式分配直前の NE 株式の帳簿価額」を「株式分配の日の属する事業年度の前事業年度の終了の

時の当社の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額（前事業年度終了時から株式分配の直前までの資本金

等の額及び一定の利益積立金の増減額を含む）」で除して求められる割合となります。分配資産割合については確定

次第、改めてお知らせいたします。現時点の見込みでは、分配資産割合の概算値は「0.277」程度と試算されます

が、今後調整が必要な事由が発生した場合は変更される可能性があります。 

Ｑ５－４ 

分配資産割合はいつ確定する

のか。 

Ａ５－４ 

分配資産割合の確定時期は現時点では 2025 年 10 月頃を見込んでおりますが、今後調整が必要な事由が発生した場合

は変更される可能性があります。 

※これらの税務上の取扱いについては、株主の皆様に必要となる税務上の手続き等を網羅してご説明しているものではなく、また、本スピンオフに関し

て日本以外の国における税務上の取扱いをご説明しているものでもございません。具体的な税務上の手続き及び株主様における税務上の取扱いについて

は、株主様個々のご事情によって異なりますので、ご自身のご事情の下で、本スピンオフが税務上どのように取り扱われるかにつきましては、最寄りの

税務署、税理士等にご確認いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

６．法人株主等の会計処理について 

Question Answer 

Ｑ６－１ 

本スピンオフによる会計処理

について教えてほしい。 

Ａ６－１ 

具体的な会計処理については、お取引の会計士等にご確認いただきますよう、お願い申し上げます。なお、事業分離

等に関する会計基準第 52 項及び企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第 297 項では、概要で

以下を規定しています。交換等の一般的な会計処理の考え方に準じて、これまで保有していた株式が実質的に引き換

えられたものとみなして会計処理します。投資が継続しているとみなされる場合には交換損益を認識せず、スピンオ

フ元会社（注：当社）の完全子会社（注：NE）の株式の取得原価は、分配を受ける直前のスピンオフ元会社（注：当

社）株式の適正な帳簿価額のうち、合理的に按分する方法によって算定した引き換えられたものとみなされる部分の

価額とします。合理的に按分する方法には、(1)関連する時価の比率で按分する方法、(2)時価総額の比率で按分する

方法、(3)関連する帳簿価額の比率で按分する方法、が考えられます。 
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＜上記以外のご質問及びお問合せ先＞  

 （会社情報について） 

 Hamee株式会社 0465-25-0260（平日 10：00～18：00）  

  

 （個別のお取引やお手続きについて） 

 お取引の証券会社にお問い合わせください。 

  

 （個別の税務上の取扱いについて） 

 最寄りの税務署、税理士等にお問い合わせください。  

  

 （その他本スピンオフのスキーム全般等について） 

 お取引の証券会社にお問い合わせください。 

  

 ご注意:この文書は、本スピンオフに関して一般公衆への情報提供を目的とするものであり、 

 日本国内外を問わず、当社又はその子会社のいかなる有価証券の募集又は投資勧誘を目的として作成されたものではありません。 


